
  

令和７年度長岡京市社会福祉協議会介護職員初任者研修開催要項 

 

１ 趣旨 

  長岡京市並びに乙訓地域のすべての住民が住み慣れた地域で生活を送り続けることが

できるよう、介護従事者の増員を図ることを目的として開催します。 

 

２ 主催及び研修実施機関  社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会 

 

３ 定員  ２０名 

 

４ 日程  令和 7 年 7 月１8 日（金）～令和 8 年 1 月 16 日（金） 

 

５ 会場  ①長岡京市立地域福祉センター きりしま苑 

       長岡京市東神足 2 丁目 15 番 2 号 

      ②有限会社スマイルケア 

       長岡京市神足麦生 11 

 

６ 研修内容  介護職員初任者研修課程 

 

７ 受講要件 

長岡京市または乙訓地域等において、介護職員として従事することを希望する方を受

講対象とします。 

 

８ 申し込み方法 

(1) 電話、FAX、メールいずれかにてきりしま苑までお申し込みください。 

(2) 申込の際、①氏名、②住所、③連絡先電話番号、④メールアドレス、⑤生年月日、 

⑥長岡京市内、向日市内、大山崎町内での従事希望有無、⑦他の福祉資格の有無 

⑧在籍学校又は所属事業所を明記してください。 

(3) 令和７年 7 月 10 日（木）午後 5 時までに申し込みをお願いします。 

 

９ 受講料等   

２０，０００円＋テキスト代６，１６０円（税込）＋健康診断料（医療機関による） 

  支払いは、現金持参または口座振り込み（振込手数料は受講者負担） 

 

１０ 使用テキスト 

  介護職員初任者テキスト（発行：公益財団法人介護労働安定センター） 



 

１１ 修了証書について 

(1) 研修修了が認定された方には、研修修了の約１か月後を目途に修了証書を交付します。 

(2) 研修修了のためには全日程、全科目、全時間の出席が必要（全日程のうち１３時間は

補講可）です。そのため、欠席や早退、遅刻、長時間の途中離席がある場合は修了認定

ができません。また、主催者や講師が受講態度不良と判断した場合も併せて修了認定が

できません。修了認定ができなくなった場合は、その時点で以後の受講をお断りします。

受講料及び資料代の返金もできません。ただし、体調不良のためやむを得ず欠席した場

合は補講が可能な場合があります。 

(3) 本研修の講義及び演習を複数回・複数年に分けて履修することはできません。 

 

１２ その他 

(1) 感染拡大防止対策について 

・研修実施においては感染拡大防止に務めます。（マスク着用の推奨、会場での換気、

アルコール消毒の実施等） 

・研修当日に体調の優れない方は受講をお控えください。なお、研修会場で著しく体

調不良が見られる方は受講をお断りする場合があります。 

(2) 会場等について 

・個々人に合わせた温度調整ができにくいことがありますので、各自衣服で調整をお

願いします。動きやすい服装でお越しください。 

・昼食は各自でご用意ください。ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・上靴（スリッパ不可）をご持参ください。 

(3) 荒天時の対応について 

・悪天候が予想される場合の対応については主催者から受講者にメールでお知らせ

します。 

・悪天候等の影響により主催者において研修が実施不可と判断した場合、後日指定す

る日に振り替えることがあります。 

(4) 個人情報の取扱いについて 

・個人情報は、当研修の適切かつ円滑な実施の目的のみに利用させていただきます。 

 

１３ 協力団体 

   長岡京市・向日市・大山崎町・あらぐさ福祉会・(有)スマイルケア 

フジリハビリ訪問看護ステーション・向日市社会福祉協議会・大山崎町社会福祉協議会 

 

 

 

１４ お問い合わせ・お申し込み 



 〒617-0832 長岡京市東神足 2 丁目 15 番 2 号 

 ＴＥＬ 075-956-0294 ＦＡＸ 075-956-0290 

 メールアドレス kirishimaen@nagaokakyo-shakyo.jp 

 

＜会場地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場アクセス＞ 

〇地域福祉センターきりしま苑 

JR 長岡京駅徒歩約 7 分 

駐輪場あり。お車は近隣のコインパーキングをご使用ください 

〇スマイルケア 

JR 長岡京駅徒歩約 14 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルケア 

至京都 

小
畑
川 

至大阪 171 号線 

きりしま苑 


